
 

 
観光庁長官登録旅行業第７０号 

 旅行企画・実施 

京成トラベルＷＥＢサイト ＱＲコード 

2021年 8月～10月 

 

【旅行代金】ホテルアトールエメラルド宮古島 おとな２名 1室利用の場合（おひとり様） 

■出発日 ２０２１年８月 1日～１０月２9日の毎日発                                最少催行人員：2名 
日 
程 

行    程 食事 

１ 
日 
目 

成田空港第３ターミナル０７：3０発＝《ジェットスター323便》＝みやこ下地島空港 10：40着 
《自由行動/お客様ご自身でホテルへ移動》                 

 宮古島ホテル泊 

朝☒ 
昼☒  
夕☒ 

2 
日 
目 

《終日自由行動》 
 

宮古島ホテル泊 

朝〇 

昼☒ 
夕☒ 

３ 
日 
目 

《出発まで自由行動/お客様ご自身にて空港へ移動》  
 
みやこ下地島空港 11：25発～《ジェットスター324便》～成田空港第３ターミナル 14：15着 

朝〇 

昼☒ 
夕☒ 

 
【宮古島 3日間】  出発日カレンダー (ホテルアトールエメラルド宮古島) 

旅行代金 ２泊３日 ホテルアトールエメラルド宮古島（おとな２名１室）                  単位：円 

ホテルアトール 

エメラルド宮古島 
 
●「パイナガマビーチ」まで徒歩 3分 
●チェックイン  14：00～ 
●チェックアウト 11：00 
●無線ＬＡＮ 
 

 

 感動の大自然を 

満喫しよう！！ 
 

スタンダードツイン 朝食会場 

与那覇前浜ビーチ 東平安名崎 

伊良部大橋 竜宮城展望台 

ホテル外観 

２名様より 

お申込みＯＫ 

※写真は全てイメージです 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=LBaIBjaK&id=1C75C364CC0FA9D0500A78CAF7193A6D0462C73A&thid=OIP.LBaIBjaK5STmC4I4WZUQrQHaHa&mediaurl=http://www.keiseitravel.co.jp/branch/up2/T-1395152686_M.jpg&exph=295&expw=295&q=%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%83%84%e3%82%a2%e3%83%bc+%e4%ba%ac%e6%88%90&simid=607992103324944866&selectedIndex=20


 

【ジェットスターご利用のご案内/注意事項】 このツアーは出発日の 10日前までにお申込み受付します。 
・「幼児料金」は、搭乗時 2歳未満のお子様へ適用します。0～2歳未満の幼児は￥２，１００(1区間あたり)の搭乗料金が発生します。 
 オンライン予約の場合、幼児(2歳未満)の人数を当該人数選択画面にて、必ずご記入ください。 
・搭乗時 2歳以上 12歳未満のお子様は、おとな旅行代金と同額です。 
・合計重量 20kgまでの手荷物と座席指定料（基本）は含まれています。 
・空港へは出発の 1時間前をめどにお越しください。・フライトスケジュール・便名は月によって大幅に変更となる場合がございます。 
必ず最新のスケジュールをご確認ください。 
・当日のやむを得ない理由(荒天・機材繰り等)でご予約いただいた便の時間変更・便名変更があった場合でも差額の払い戻しはございません。 
・いかなる事由の乗り遅れにつきましても代替交通費用はお客様負担です。 
航空券の払い戻しはできませんのでご注意ください。代替交通手段に関してもお客様ご自身でのお手配が必要です。 

・天候不良・機材トラブルの際の振替はジェットスター自社便への振り替え努力はいたしますが、振り替えできない場合は後日返金となります。ただし、新たに他社便の航空券を 
購入した場合は返金額よりも高くなる可能性があります。 

・ご旅行出発の最終ご案内書面やチケットの予約番号は郵送またはメールでお送りします。（メールの場合は、お客様ご自身でプリントアウトしてご旅行へお持ちください。 
(ご出発 7～5日前頃を目途にお送りします)。 
・チェックインカウンターにて身分証の提示を求められる場合がありますので、ご旅行へ必ずご携帯ください。 

【ホテルについて】 
・洋室を 3名以上で 1室利用の場合はツインベッドにエキストラベッド・ソファベッド・デイベッドを加えて使用する場合がございます。 
【旅行代金に含まれるもの】 
包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃・空港施設使用料・宿泊代・食事：朝食 2回分・航空機受託手荷物２０ｋｇ・航空機事前座席指定料（スタンダード）・諸税 
※特記の場合を除き、行程に含まれない各観光施設等の入場料類や有料道路通行代金類は、旅行代金に含まれません。 
※添乗員・現地添乗員・現地係員は同行いたしません。ご旅行に必要な旅程表類をお渡ししますので、ご旅行中の手続きはお客様ご自身で行っていただきます。 
 

インフォメーション（重要事項）＊お申込み前に必ずお読みください 

３.旅行代金のお支払い 
 旅行代金は旅行開始日の前日からさかのぼって20日前までにお支払いいただきます。旅行開始日の
前日からさかのぼって20日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日の当社が指定する期
日までにお支払いいただきます。 

４.旅行代金について 
（１）大人、子供、幼児の旅行代金は各パンフレットに記載した金額となります。 
５.取消料 

契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合、旅行代金に対してお客様 1 名につき下記の
料率で取消料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客様が契約を解除される場
合は、ご参加のお客様から運送・宿泊機関等の（1 台・1 室あたりの）ご利用人数の変更に対する
差額代金をそれぞれいただきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６.特別補償規定 
(1)当社は、前項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」に従い、
お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損
害について、あらかじめ定める額の保証金及び見舞金をお支払いします。 

(2)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反、
法令に違反するサーピス提供の受領、山岳登はん（ピッケル等の登山用具を使用するもの）、スカ
イダイビング、ハンググライダー搭乗等同規程第3条及び第5条に該当する場合は、本項(1)の補償
金及び見舞金を支払いません。 

(3)お客様もしくは死亡補償金の受取人が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に
該当した場合は、補償金等を支払わないことがあります。ただし、その者が死亡補償金の一部の受
取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りではありません。 

７.旅程保証について 
(1) 当社は、旅行日程に別途定める契約内容の変更が行われた場合は、当社約款（募集型企画旅行契
約）その変更の内容に応じて旅行代金の1％～５％に相当する額の変更補償金を支払います。当社
が一つの契約に基づきお支払いする変更補償金の額は、旅行代金に15％を乗じた額をもって限度と
します。また、お客様1名に対して支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、
変更補償金を支払いません。 
ただし、次に掲げるものは対象外となります。 

(2)下記の場合は原則として(1)の変更補償金はお支払いしません 
 ①天災地変 ②戦乱 ③暴動 ④官公署の命令 ⑤運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 
⑥当初の運送スケジュールによらない運送サービスの提供⑦お客様の生命又は身体の安全確保 

のため必要な措置としての変更 
個人情報の取扱いについて   
当社及び下記「取扱店」欄記載の受託旅行業者は、旅行申込みの際にご提出していただいた申込書に記
載された個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関・保険会社等の手配の為に利用させていた
だくほか、必要な範囲で当該機関等に提供いたします。 
このほか、当社及び販売店の旅行商品のご案内をお客様にお届けするために、お客様の個人情報を利用
させていただくことがあります。 
お申込みいただく際には、これらの個人データの提供について同意いただくものとします。 
 

 
 
この旅行は、京成トラベルサービス株式会社（以下「当社」といいます）が企画して実施するもので
あり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約（以下「契約」といいます）を締
結することになります。当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供す
る旅行に関するサービス（以下「旅行サービス」といいます）を受けられるように、手配し、旅程を
管理することを引き受けます。また契約内容・条件は、各コースに記載されている条件のほか下記条
件、出発前にお渡しする確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以下「当社約款」と
いいます）によります。 
１.旅行のお申込み及び契約の成立時期 
(1)所定の旅行申込書（以下「申込書」といいます）に所定事項を記入のうえ、次に定める申込金を
添えてお申込みいただきます。申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約金のそれぞれの一部又
は全部として取り扱います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2)当社及び旅行パンフレットの受託販売欄に記載された当社の受託旅行業者の営業所（以下「当社
ら」といいます）は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による契約の
予約を受付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、お客様は、当社らが予約を
承諾した日の翌日から起算して 3 日以内に申込書と申込金を提出していただきます（受付は、当社
らの営業時間内とし、営業時間終了後に着信したファクシミリ、インターネットその他の通信手段
は、翌営業日の受付となります）。この期間内に申込金のお支払いがない場合は、当社らは、予約
がなかったものとして取り扱います。 

(3)お客様との契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。 
 ①店頭（及び当社らの外務員による訪問販売）の場合は、当社らが契約の締結を承諾し、当社らが

第1項(1)の申込金を受理した時。 
 ②電話等による契約の予約の場合は、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3

日目に当たる日までに当社らがお客様から第1項(1)の申込金を受理した時。 
③通信契約は、当社らが通信契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立します。 

２.お申込み条件 
(1)お申込み時に20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。 
(2)最少催行人員は、旅行パンフレットに記載します。 
(3)特定旅客層を対象とした旅行、又は特定の目的をもつ旅行については、年齢、資格、技能その他
の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。 

(4)健康を害している方、身体に障害のある方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、介助者の同行、車
椅子の手配等特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこ
れに応じます。この場合、当社らは、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者若しくは同伴者の
同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあり
ます。また、お申込みをお断りすることがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社
がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。 

(5)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したときは、ご参
加をお断りする場合があります。 

 当社に対して暴力的な要求行為及び不当な要求行為、取引に関して脅迫的言動もしくは暴力行為、
風説を流布し偽計・威力を用いて信用の毀損もしくは業務の妨害行為、又はこれらに準ずる行為を
行ったときは、ご参加をお断りする場合があります。 

(6)その他当社らの業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。 
 

 

京成トラベルサービス旅行条件（抜粋）＊お申込み前に必ずお読みください この書面は旅行業法第１２条の４による取引条件説明書面及び同 12条５に定める契約書面の一部となります。 

●宿泊付旅行 

旅行代金 申込金 

30,000円未満 ６，０００円 

60,000円未満 １２，０００円 

90,000円未満 １８，０００円 

90,000円以上 旅行代金の２０％ 

旅 行 契 約 の 解 除 日 

（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって） 

取 消 料 

宿泊付旅行 日帰り旅行 

①２０日目に当たる日よりも前 無料 無料 

②２０日目に当たる日以降８日目に当たる日まで 旅行代金の２０％ 無料 

③１１日目に当たる日よりも前 旅行代金の２０％ 無料 

④１０日目に当たる日以降８日目に当たる日まで 旅行代金の２０％ 旅行代金の２０％ 

⑤７日目に当たる日以降前々日に当たる日まで 旅行代金の３０％ 旅行代金の３０％ 

⑥旅行開始日の前日 旅行代金の４０％ 旅行代金の４０％ 

⑦旅行開始日の当日 旅代代金の５０％ 旅代代金の５０％ 

⑧無連絡不参加または旅行開始後 旅行代金の１００％ 旅行代金の１００％ 

 

No.21-3007 

 


